
 
 

「阪神港利用促進プロジェクト選定委員会」委員会規約 

平成 26 年３月 14 日 

国際物流戦略チーム 

 
阪神港利用促進プロジェクト実施要領の「３．認定方法」に定める「阪神港利用促進プロ

ジェクト選定委員会」に関する規定は、以下の通りとする。 
 
１．目的 

本委員会は、国際物流戦略チームが認定し、支援する「阪神港利用促進プロジェクト」

について、申請のあった事業の認定の可否、支援の方法について審査を行うことを目

的とする。 

 

２．構成員 

本委員会は、次の委員（各 1名）をもって構成する。 

② 学識経験者 

②（公社）関西経済連合会 

③国土交通省近畿運輸局 

④国土交通省大阪航空局 

⑤国土交通省近畿地方整備局  

 

３．運営 

（１）開催 

原則として、当該年度の募集締切後から事業認可決定までの間に開催する。また、必

要に応じ、臨時に委員会を開催する。 

（２）委員の任期 

委員の任期は当該事業年度とする。ただし、委員の申出がない限り延長されることと

する。 

 

４．審査 

（１）審査方法 

本委員会は、応募事業者から提出された「阪神港利用認定申請書」及び事業企画書を

元に、「阪神港利用促進プロジェクト選定委員会評価基準」に従い審査する。 

（２）応募事業者による追加の説明 

必要に応じ、次の方法で応募事業者に対し追加の説明を求めることとする。 

・事前、又は委員会の場での資料提出 

・事前、又は委員会の場での事業内容に関するプレゼンテーション 

以上 
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平成２５年度「阪神港利用促進プロジェクト」実施要領 

平成２５年１０月１５日 

国際物流戦略チーム 

１．趣旨 

（１）目的 

本事業は、阪神港を活用した、事業者主体による、産業界のニーズに的確に対応した

独自性の高い国際物流サービスの開発と普及を促進することにより、関西の産業発展

に寄与するとともに、阪神港を活用した集貨や創貨等の機能強化を支援することを目

的とします。 

 

（２）概要 

本事業では、物流サービスの企画を募集し、その中から、阪神港において産業界のニ

ーズを的確に満たす独自性あるビジネスモデルを認定し、事業促進を支援します。 

 

２．募集方法 

（１）応募対象 

①：過去に国際貨物の取り扱い実績がある物流荷主、物流企業又は商社 

②：①の事業者に対し物流に関連するサービスを提供する事業者 

③：①または②の事業者を代表とする協議会等の団体 

④：その他、適当と認められる事業者 

 

（２）提案事業企画の要件 

・阪神港を利用した国際物流の効率化、促進に寄与する事業であること 

・独自性の高い、先進的な取組であること 

・実施事業について、適宜の情報提供、成果（取扱貨物量、効果、事例等）の公表が

できること 

・認定の翌年度の上半期までに事業を開始し、一定の期間継続して実施されること 

 

（３）募集スケジュール 

平成 25 年 10 月 15 日 応募受付開始 （～11 月 15 日募集締切） 

平成 25 年 12 月上旬 事業認定可否決定 

平成 25 年 3 月中旬  国際物流戦略チーム本部会合 

※審査期間中に、選定委員会を開催し、申請者より申請内容について事業概要等を

委員にご説明いただく予定です。 

 



（４）応募書類の提出 

別紙１「平成 25 年度阪神港利用促進プロジェクト 認定申請書」に必要事項を記入

のうえ、必要添付書類とあわせて、近畿地方整備局港湾空港部内の応募事務局あて、

メール又は郵送でご提出ください。ご提出いただいた書類及び資料の返却はいたしま

せんので予めご了承ください。 

 

３．認定方法 

応募された提案事業については、「阪神港利用促進プロジェクト選定委員会」により

事業内容を審査のうえ認定します。委員による審査は、別紙２「阪神港利用促進プロ

ジェクト選定委員会 評価基準」に沿って行います。委員会において事業内容につい

て応募事業者からプレゼンしていただくほか、必要に応じて収支計画、貨物量の見込

み等を提出していただくことがあります。 

 

４．支援内容 

（１）国際物流戦略チーム本部会合での告知 

認定された事業の応募主体は、国際物流戦略チーム本部会合において、事業内容を発

表し、関係者に周知することができます。 

 

（２）その他広報活動 

認定された事業は、事業の内容に応じて国際物流戦略チームによる告知活動など、事

業普及・拡大のための各種支援を行います。 

 

５．申請書類提出先・問い合わせ先 

近畿地方整備局 港湾空港部 港湾物流企画室  担当：相木 敢・北 篤佳 

ＴＥＬ：078-391-3102 ＦＡＸ：078-325-8288 

〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通 29 

Mail：aiki-t85aa@pa.kkr.mlit.go.jp または kita-a22u@pa.kkr.mlit.go.jp 

 

※国際物流戦略チームは、国際戦略港湾「阪神港」や関西国際空港等の活用等を図り

つつ、国際物流の効率化を通じた関西経済の活性化を目指し、産学官が一体となっ

て各種方策に取り組む機関です。 

産：関経連、商工会議所、船社、港運・倉庫、フォワーダー、陸運、内航海運 等 

学：大学・研究機関等、経済・物流の学識経験者 

官：総合通信局、財務省、税関、経済産業局、地方整備局、運輸局・運輸監理部、

航空局、海上保安本部、入国管理局、検疫所、関係府県市  等 



平成２５年 月 日 

申請者名 

代表者名           印 

 

平成２５年度 阪神港利用促進プロジェクト 認定申請書 

 
阪神港利用促進プロジェクトの認定を下記の通り申請します。 

記 

１．事業名またはサー

ビス名 

 

２．事業概要 

 

 

 

３．事業期間 

 

 

 

４．阪神港および関西

地域の物流促進

に寄与する点 

 

５．事業の独自性や先

進性 

 

（参考）国際物流戦略

チームに期待す

るサポート 

 

 

連絡先 所在地：〒 

担当部署・役職・氏名 

TEL: FAX: 

Email: 

 

【添付書類】：事業企画書 

  ※事業企画書の書式は自由です。 

  ※事業企画書には事業の実施体制および実施スケジュールを必ず記載して下さい。 

以上 

別紙１



平成２５年○月○日 

申請者名 ○○○○株式会社 

代表者名  □□ ▲▲   印 

 

平成２５年度 阪神港利用促進プロジェクト 認定申請書（記載例） 

 
阪神港利用促進プロジェクトの認定を下記の通り申請します。 

記 

１．事業名またはサー

ビス名 

内航コンテナ船による九州−阪神港間輸送 

２．事業概要 

 

 

九州地域発着の東南アジア、北米向け貨物を、阪神港にフィーダー

輸送し、阪神港で本船に積み替えて輸送する。 

３．事業期間 

 

 

H26 年 4 月から 

４．阪神港および関西

地域の物流促進

に寄与する点 

釜山港等でトランシップされていた貨物を阪神港トランシップに

切り替えることで、阪神港の国際物流貨物量の増加に寄与する。 

５．事業の独自性や先

進性 

既存サービスよりも寄港先、寄港スケジュールを拡充し、顧客のニ

ーズを的確に満たす。 

（参考）国際物流戦略

チームに期待す

るサポート 

・九州、四国、中国地方での知名度向上のために、各地方の国際物

流戦略チームに対する広報。 

・関西荷主企業への周知。 

 

連絡先 所在地：〒 

担当部署・役職・氏名 

TEL: FAX: 

Email: 

 

【添付書類】：事業企画書 

  ※事業企画書の書式は自由です。 

  ※事業企画書には事業の実施体制および実施スケジュールを必ず記載して下さい。 

以上 



平成２５年１０月１５日 

阪神港利用促進プロジェクト選定委員会 評価基準 

 
【評価・採択基準】 
阪神港利用促進プロジェクトの評価については、以下の項目について、提出書類及びプレ

ゼンテーション等に基づき総合的に判断し、認定事業の採択を決定する。 
評価項目 

① 阪神港を利用した物流促進効果が見込めるか 
② 独自性の高い、先進的な取組であるか 
③ 事業の遂行能力があり、継続性が見込めるか 
④ 事業の実施体制が的確であるか 

 
【各評価項目の採点方法】 
①物流促進効果 

採点基準 
・物流量の拡大が具体的に見込める 
・コスト削減効果が見込める 
・リードタイムの削減が見込める 
・輸送品質の向上が見込める 
・セキュリティ水準の向上が見込める 
・在庫管理、生産管理の向上が見込める 
・その他物流の改善に向けた創意工夫が見られる 
・異なる業種の事業者が連携した取組である 
・阪神港を利用したサービスの充実が見込まれる             など 

 
②独自性・先進性 

採点基準 
・業界において独自の物流アイデア、技術を活用した取組である 
・既存の商慣行・商習慣を変革し、物流の効率化を実現したものである 
・既存のビジネスモデルを工夫・改良し、サービスの充実を図るものである など 

 
 
 
 
 

別紙 2



③事業の安定性・継続性 
採点基準 

・事業計画の内容が具体的である 
・事業の遂行能力を有しており、安定的に事業を実施できる 
・事業遂行の手法が適切である 
・１年以上にわたって事業の継続が見込める              など 

 

④事業の実施体制 
採点基準 

・適切な人員、組織、設備等を有しており、実施体制が適切である    など 
 

以上 
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